
私立学校振興費(特色ある幼児教育等振興費)補助金事務取扱要領の一部改正新旧対照表 
現   行 改 正 後 

私立学校振興費(特色ある幼児教育等振興費)補助金事務取扱要領 

 

１～４ ［略］ 

 

５ 補助金の算定要素及び算定方法 

 (１)～（５） ［略］ 

(６) 幼児教育の質の向上のためのICT化支援 

要綱第２の５(６)に定める「幼児教育の質の向上のためのICT化支援」は、幼児教 

育の質の向上を図るため、幼稚園等(幼保連携型認定こども園を除く。)において教育 

に係る資料の電子化に必要なICT環境の整備を行う学校法人に対し、次のとおり補助 

金を交付する。 

① 補助対象経費 

指導要録等の教育に係る資料の電子化に必要な情報システムの導入経費のほか、 

資料の電子化を行うために必要となる備品等を購入するために要する、別表１に定 

める経費とする。 

   ② ［略］ 

(７) ［略］ 

６・７ ［略］ 

 

 

別表１ 

事業名 補助対象経費 

認定こども園等への円滑な

移行のための準備支援事業 

 ［略］ 

幼児教育の質の向上のため

の ICT 化支援 

幼児教育の質の向上に資するために行う指導要録

等の教育に係る資料の電子化に必要な情報システム

の導入経費、改修費、リース料、保守費、端末設置や

通信環境整備に係る工事費、通信費等。 

また、資料の電子化を行うために必要となるパソコ

ン・タブレット等の備品、付属品や消耗品の購入費も

対象とする。 

 

 

別表２ ［略］ 

 

私立学校振興費(特色ある幼児教育等振興費)補助金事務取扱要領 

 

１～４ ［略］ 

 

５ 補助金の算定要素及び算定方法 

 (１)～（５） ［略］ 

(６) 幼児教育の質の向上のためのICT化支援 

要綱第２の５(６)に定める「幼児教育の質の向上のためのICT化支援」は、幼児教 

育の質の向上を図るため、幼稚園等(幼保連携型認定こども園を除く。)におけるICT 

環境を整備することにより、教員等の業務負担を軽減し幼児と向き合う時間を確保 

すること等に取り組む学校法人に対し、次のとおり補助金を交付する。 

① 補助対象経費 

教員等の業務負担軽減に資する情報システムの導入経費のほか、パソコン・タブ 

レット等の備品等を購入するために要する、別表１に定める経費とする。 

 

   ② ［略］ 

(７) ［略］ 

６・７ ［略］ 

 

 

別表１ 

事業名 補助対象経費 

認定こども園等への円滑な

移行のための準備支援事業 

［略］ 

幼児教育の質の向上のため

の ICT 化支援 

幼児教育の質の向上を図ることを目的とする、教員

等の業務負担軽減に資する情報システムの導入経費、

改修費、リース料、保守費、端末設置や通信環境整備

に係る工事費、通信費等。 

また、パソコン・タブレット等の備品、付属品や消

耗品の購入費も対象とする。 

 

 

 

別表２ ［略］ 

 

備考 改正部分は、下線のとおりである。 

   附 則 

 この要領は、令和７年１月 29 日から施行し、令和６年 12月 18 日から適用する。 


